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(57)【要約】
【課題】薄膜を形成し移送し得るような切取方法を提供
すること。
【解決手段】材料ブロック（１０）を切り取るための方
法であって、（ａ）ブロック（１０）内に、イオン導入
によって脆弱化された埋設ゾーン（１２）を形成し、こ
の埋設ゾーンにより、表層部分（１４）を規定し、（ｂ
）局所的熱処理という第１分離手段を使用することによ
って、脆弱化されたゾーンの高さ位置において分離開始
ゾーン（３０，３６）を形成し、（ｃ）熱処理、および
／または、表層部分と脆弱化されたゾーンとの間に作用
する機械的力の印加、の中から選択された第２分離手段
によって、分離開始ゾーン（３０，３６）を起点として
、脆弱化ゾーンの高さ位置において、ブロックの表層部
分（１４）を、バルク部と称される残部（１６）から分
離する。
【選択図】図１Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　材料ブロック（１０）を切り取るための方法であって、
　（ａ）前記ブロック（１０）内において、イオン導入という少なくとも１つのステージ
によって脆弱化された埋設ゾーン（１２）を形成し、この埋設ゾーンにより、前記ブロッ
クにおいて少なくとも１つの表層部分（１４）を規定し、
　（ｂ）局所的熱処理という第１分離手段を使用することによって、前記脆弱化されたゾ
ーンの高さ位置において少なくとも１つの分離開始ゾーン（３０，３６）を形成し、
　（ｃ）熱処理、および／または、前記表層部分と前記脆弱化されたゾーンとの間に作用
する機械的力の印加、の中から選択されかつ前記第１分離手段とは異なる第２分離手段を
使用することによって、前記分離開始ゾーン（３０，３６）を起点として、前記脆弱化ゾ
ーンの高さ位置において、前記ブロックの前記表層部分（１４）を、バルク部と称される
残部（１６）から分離する、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記分離開始ゾーンを、前記ブロックの周縁全体にわたってあるいは周縁の一部にわた
って、形成することを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、
　前記脆弱化ゾーンを、前記ブロックのほぼ平面状表面に対してほぼ平行に延在するよう
にして形成し、これにより、前記ブロック内において、表層薄膜の形態とされた表層部分
を規定することを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、
　前記ステージａと前記ステージｂとを、同じステージとすることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、
　前記ステージｂと前記ステージｃとを、同じステージとすることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、
　前記ステージｃにおいては、前記ブロックの外部から印加された力の形態で、あるいは
これに代えてあるいはこれに加えて、前記ブロック内に存在する内部応力の形態で、機械
的力を印加することを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項３記載の方法において、
　前記ステージｃを行う前に、前記表層薄膜に対して、補強材を接触させることを特徴と
する方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法において、
　前記補強材を形成する少なくとも１つの材料層を、前記表層薄膜上に成膜することを特
徴とする方法。
【請求項９】
　請求項７記載の方法において、
　接着剤を使用することによりあるいはこれに代えてあるいはこれに加えて分子接触接着
を使用することにより、前記表層薄膜を、前記補強材に対して一体化することを特徴とす
る方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法において、
　前記ステージｃを行った後に、前記材料ブロックの前記バルク部（１６）を、新たな表
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層部分の切取のために再使用することを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１記載の方法において、
　前記ステージｃを行った後に、前記材料ブロックの前記バルク部（１６）を、他のブロ
ックの表層部分に対しての補強材として再使用することを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１記載の方法において、
　前記分離開始ゾーンを、前記ブロックの局所的内方領域上において、形成することを特
徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１記載の方法において、
　前記ステージｃにおいては、前記ブロック内に存在する内部応力の形態で、機械的力を
印加することを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法において、
　前記局所的熱処理を、レーザーまたは局所的熱源を使用することにより、局所的に基板
を過熱することによって行うことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　大まかには、本発明は、材料ブロックを切り取るための方法に関するものである。この
方法は、特に、薄膜を形成するために実施することができる。
【０００２】
　自立性のまたは支持基板と一体化された薄膜は、マイクロエレクトロニクスやオプトエ
レクトロニクスやマイクロメカニクスといった分野において、広く使用されている。よっ
て、本発明は、これら分野に応用することができる。特に、素子や集積回路の製造に応用
することができる。
【背景技術】
【０００３】
　上述したように、薄膜の使用は、動作や製造に際して格別の物理的性質や電気的性質を
必要とするような素子に関して、ますます一般的となってきている。
【０００４】
　薄膜は、通常は、数ｎｍ～数μｍという厚さを有している。薄膜は、また、コスト的な
理由のためにあるいは他の材料との適合性という理由のために厚い基板という形態では使
用が規制されているような材料の使用を、可能とする。
【０００５】
　材料の適合性は、また、最終的に使用される支持基板上への薄膜の直接成形を妨害する
要因となることがあり得る。まず最初にソース基板上に薄膜を形成しその後その薄膜をソ
ース基板からターゲット基板へと移送するという方法が、いくつも開発されている。
【０００６】
　薄膜の製造および移送に関するこのような方法ならびに他の方法は、この説明の最後に
列記されている文献［１］～［７］に開示されている。
【０００７】
　特に、文献［１］には、イオン打込によって材料プレート内に脆弱化ゾーンを形成し、
その後に、その脆弱化ゾーンの高さ位置において表層薄膜をプレートから切り取るという
可能性が開示されている。
【０００８】
　ソース基板からの薄膜の分離は、いくつかの機械的応力や熱的応力の使用によって、引
き起こされる、あるいは、少なくとも補助される。特に、薄膜の切取には、熱的な形態お
よび／または機械的な形態でのエネルギー供給量を必要とする。このエネルギー供給量は
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、主に、脆弱化ゾーンを形成するために打ち込まれた種の照射に関連する。
【０００９】
　上述した複数の文献において開示されているように、薄膜の切取および移送のための技
術の実施は、いくつかの困難性を伴うものである。例えば、熱膨張係数が大きいようなあ
る種の材料の使用は、高温での熱処理には適合しない。また、いくつかの基板に関しては
、薄膜を保存するためにあるいは経済的な理由により、打ち込まれる種の照射量を制限す
る必要がある。
【００１０】
　さらに、例えば文献［７］に開示されているように、ソース基板と薄膜とを分離するた
めに機械的力を適用することによって、特に熱膨張係数が相違する材料どうしが接触して
いる場合には、劈開のための熱供給量を低減させることができる。しかしながら、ソース
基板および／またはターゲット基板上への機械的力の印加は、必ずしも可能というわけで
はない。特に、使用されている材料が脆い場合には、あるいは、劈開ゾーンがイオン打込
によって十分に脆弱化されていない場合には、可能ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】仏国特許出願公開明細書第２ ６８１ ４７２号、米国特許明細書第５，３
７４，５６４号
【特許文献２】仏国特許出願公開明細書第２ ７７３ ２６１号
【特許文献３】仏国特許出願公開明細書第２ ７４８ ８５１号
【特許文献４】仏国特許出願公開明細書第９ ９０９ ００７号
【特許文献５】米国特許明細書第５，９９４，２０７号
【特許文献６】欧州特許出願公開明細書第０ ９２５ ８８８号
【特許文献７】仏国特許出願公開明細書第２ ７４８ ８５１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　最後に、上述した薄膜の分離および移送技術は、ある種の制限および妥協を有している
。特に、ソース基板・薄膜・ターゲット基板を構成するための使用可能な材質タイプとい
う点において、制限が課される。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の目的は、とりわけ、上述した制限が課されることがなく、薄膜を形成し移送し
得るような切取方法を提供することである。
【００１４】
　本発明のさらなる目的は、低減されたエネルギー供給量でもって実施可能であるような
、特に、低減された熱供給量でもって実施可能であるような、切取方法を提供することで
ある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、脆弱化ゾーンを形成することを意図した不純物打込を、低減され
た照射量でもって行い得るような、経済的な方法を提供することである。
【００１６】
　上記目的を達成するため、本発明の目的は、より詳細には、材料ブロックを切り取るた
めの方法であって、
　（ａ）ブロック内において、イオン導入という少なくとも１つのステージによって脆弱
化された埋設ゾーンを形成し、この埋設ゾーンにより、ブロックにおいて少なくとも１つ
の表層部分を規定し、
　（ｂ）ツールの挿入、流体の注入、熱処理、および／または、先のステージにおいて導
入されたイオン導入とはイオン特性が相違するイオン打込、の中から選択された第１分離
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手段を使用することによって、脆弱化されたゾーンの高さ位置において少なくとも１つの
分離開始ゾーンを形成し、
　（ｃ）熱処理、および／または、表層部分と脆弱化されたゾーンとの間に作用する機械
的力の印加、の中から選択されかつ第１分離手段とは異なる第２分離手段を使用すること
によって、分離開始ゾーンを起点として、脆弱化ゾーンの高さ位置において、ブロックの
表層部分を、バルク部と称される残部から分離する、
という方法である。
【００１７】
　分離開始ゾーンは、ブロックの周縁全体にわたってあるいは周縁の一部にわたって、あ
るいはこれに代えてあるいはこれに加えて、ブロックの局所的内方領域上において、形成
するができ、脆弱化ゾーン内へと広がることができる。
【００１８】
　本発明は、実際の分離に先立って分離開始ゾーンを形成することにより、切取方法の実
施に際して、ブロックに対して供給する総エネルギー量（熱を起源とするもの、および／
または、機械的力を起源とするもの）を大幅に低減することができること、をベースとし
ている。
【００１９】
　分離のために有利に使用することができる機械的力は、ブロックの外部から印加された
応力とすることも、また、ブロック内に存在する内部応力とすることも、できる。
【００２０】
　各ステージは、記載された順序で順次的に行われることが好ましいけれども、ある種の
応用においては、ステージａとステージｂとを、同じステージとして行うことができる。
さらに、ステージｂとステージｃとを、同じステージとして行うこともできる。
【００２１】
　薄膜の製造を意図した本発明による方法の特別の実施態様においては、脆弱化ゾーンを
、ブロックのほぼ平面状表面に対してほぼ平行に延在するようにして形成し、これにより
、ブロック内において、表層薄膜の形態とされた表層部分を規定することができる。
【００２２】
　ほぼ平面状表面という用語は、平均面がフラットであるような面を意味するものとして
、理解される。しかしながら、ほぼ平面状表面は、表面粗さ値が数十ｎｍ～数百ｎｍとい
う範囲の微小な表面粗さを有することができる。本発明者らは、また、例えば１０ｎｍと
いうＲＭＳ（二乗平均の平方根）値といったような微小表面粗さを有した表面にわたって
の打込が、脆弱化機構およびその後の劈開を妨害しないことを示すことができる。この事
実は、この表面粗さが、移送後における薄膜の自由表面の表面粗さと同程度であることに
より、興味深い。したがって、この状況においては、表面研磨を行うことなく、同一基板
を、数回にわたってリサイクルすることができる。
【００２３】
　有利には、脆弱化された埋設ゾーンは、打込によって形成することができる。
【００２４】
　このような打込には、例えば、材料ブロック内に、マイクロキャビティからなる薄いフ
ィルム部分を形成し得るようなガス種の打込がある。この薄いフィルム部分は、切り取ら
れるべき表層部分を規定し、材料ブロックを局所的に脆弱化する。
【００２５】
　ここでのガス種という用語は、例えば原子状の形態（例えば、Ｈ）や分子状の形態（例
えば、Ｈ２ ）やイオンの形態（例えば、Ｈ＋、Ｈ２

＋ ）や同位体の形態（例えば、重水
素）やあるいは同位体イオンの形態といったような、例えば水素やあるいは希ガスといっ
たような、元素として理解されるであろう。
【００２６】
　さらに、打込という用語は、例えばイオン衝撃や拡散等といったような、上記ガス種を
ブロック内へと導入するためのすべての技術を意味している。これら技術は、個別的に実
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施することも、あるいは、複数のものを組み合わせて実施することも、できる。
【００２７】
　打込技術の例としては、上記の各文献を参照することができる。いずれにしても、分離
開始ゾーンの形成のおかげで、本発明においては、脆弱化ゾーンを形成するために実施さ
れるガス種打込照射量を、低減することができる。照射量を低減したことにより、薄膜ま
たは切取部材の表面状態の乱れを低減することができ、よって、表面粗さを制御すること
ができる。
【００２８】
　本発明の特別の実施形態においては、打込を、過剰照射量によって局所的に行うことが
でき、これにより、分離開始ゾーンを形成することができる。この場合には、第１分離手
段は、過剰照射に対応している。
【００２９】
　この可能性は、高照射量打込を、材料ブロックの狭い領域においてのみ行う限りにおい
て、非常に興味深い。それ以外の領域においては、上述したように、ずっと小さな照射量
を使用することによって、脆弱化ゾーンを形成することができる。
【００３０】
　分離開始ゾーンは、脆弱化ゾーンの延長として、脆弱化ゾーンと同じ平面内に形成する
ことができる。分離開始ゾーンの形成起点が、脆弱化ゾーンがなす平面とは異なる平面に
おいて形成された場合には、分離開始ゾーンが伝搬することによって、脆弱化ゾーンへと
到達することができる。
【００３１】
　分離開始ゾーンの形成に際しては、いくつかの可能性を提示することができる。
【００３２】
　第１の可能性においては、脆弱化ゾーンの形成において使用されたのとは異なるガス種
のイオン打込によって、分離開始ゾーンを形成することができる。
【００３３】
　他の可能性においては、ブロック内にツールを挿入することによって、分離開始ゾーン
を形成することができる。この場合には、第１分離手段は、ツールの挿入に対応する。
【００３４】
　他の可能性においては、ブロック上における流体の局所的注入によって、分離開始ゾー
ンを形成することができる。この場合には、第１分離手段は、流体の注入に対応する。
【００３５】
　さらに他の可能性においては、ブロックの局所的熱処理によって、分離開始ゾーンを形
成することができる。この場合には、第１分離手段は、局所的熱処理に対応する。
【００３６】
　本発明による方法を、薄膜の形成に対して応用する場合には、薄膜の厚さによっては、
分離ステージｃを行う前に、有利には、薄膜に対して補強材を一体化することができる。
補強材は、任意の成膜技術を使用することによって、切り取られるべき薄膜に対して接触
するようにして、材料ブロックの表面に成膜することができる。補強材は、また、分子接
着によって、あるいは、バインダ（接着剤）を使用した接着によって、薄膜に対して一体
化することもできる。
【００３７】
　これに対し、薄膜または切取材料が、十分に厚い場合には、あるいは、分裂することな
く十分に剛直な材料である場合には、補強材の存在は、不要である。以下においては、分
離時に分裂しないよう十分に厚くまた剛直な部材または層については、『自立性の』部材
または層と称することとする。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１Ａ】基板を示す概略的な断面図であって、本発明による方法に基づく、補強材によ
って支持された薄膜の切取方法における各ステージを示している。
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【図１Ｂ】基板を示す概略的な断面図であって、本発明による方法に基づく、補強材によ
って支持された薄膜の切取方法における各ステージを示している。
【図１Ｃ】基板を示す概略的な断面図であって、本発明による方法に基づく、補強材によ
って支持された薄膜の切取方法における各ステージを示している。
【図１Ｄ】基板を示す概略的な断面図であって、本発明による方法に基づく、補強材によ
って支持された薄膜の切取方法における各ステージを示している。
【図２Ａ】基板を示す概略的な断面図であって、本発明による方法に基づく、自立性薄膜
の切取方法における各ステージを示している。
【図２Ｂ】基板を示す概略的な断面図であって、本発明による方法に基づく、自立性薄膜
の切取方法における各ステージを示している。
【図２Ｃ】基板を示す概略的な断面図であって、本発明による方法に基づく、自立性薄膜
の切取方法における各ステージを示している。
【図３Ａ】基板を示す概略的な断面図であって、図１Ａ～図１Ｄに示す方法の変形例に基
づく、補強材によって支持された薄膜の切取方法における各ステージを示している。
【図３Ｂ】基板を示す概略的な断面図であって、図１Ａ～図１Ｄに示す方法の変形例に基
づく、補強材によって支持された薄膜の切取方法における各ステージを示している。
【図３Ｃ】基板を示す概略的な断面図であって、図１Ａ～図１Ｄに示す方法の変形例に基
づく、補強材によって支持された薄膜の切取方法における各ステージを示している。
【図３Ｄ】基板を示す概略的な断面図であって、図１Ａ～図１Ｄに示す方法の変形例に基
づく、補強材によって支持された薄膜の切取方法における各ステージを示している。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明の他の特徴点や利点は、添付図面を参照しつつ、以下の説明を読むことにより、
明瞭となるであろう。以下の説明は、単なる例示として与えられるものであり、本発明を
何ら限定するものではない。
【００４０】
　複数の図面にわたっては、同一のまたは同様のまたは等価な部材には、実施形態どうし
の関連性の参照を容易とするため、同一の参照符号が付されている。
【００４１】
　さらに、様々な図面が、また、様々な図面における様々な部材が、同一のスケールで図
示されていないことを、指摘しておく。これは、図面の理解を、より明瞭とするためであ
る。
【００４２】
　図１Ａは、基板（１０）を示している。基板（１０）は、上述したように、均質である
ようなまたはそうではないような、材料ブロックから構成されている。このブロックは、
例えば、半導性のあるいは圧電性のあるいは強誘電性の材料からなるインゴットまたはプ
レートとすることができる。ブロックは、前処理することができる、あるいは、前処理し
ないこともできる。前処理されているかどうかは別として、ブロックが半導体プレートで
ある場合には、これは、例えばシリコン基板とすることができる。
【００４３】
　例えば１００ｋｅＶというエネルギーでもってかつ７×１０１６Ｈ＋／ｃｍ２という程
度の照射量でもって水素のイオン打込を行うことにより、基板内に脆弱化ゾーン（１２）
を形成することができる。脆弱化ゾーンは、不純物の打込が行われた基板表面に対して平
行な平面にほぼ沿って延在している。図に示す例においては、不純物は、基板面（１８）
を通して打ち込まれている。この基板面（１８）は、以下においては、表層面と称される
。基板（１０）においては、脆弱化ゾーンは、表層薄膜（１４）と、バルク部（１６）と
、を規定している。埋設条件に関しては、熱処理を行うことによって、脆弱化を増大させ
得ることに興味がある。例えば、３５０℃でもって２時間にわたって熱処理を行うことが
できる。
【００４４】
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　図１Ｂは、薄膜（１４）の表層面を、ターゲット基板と称されるとともに薄膜に対して
の補強材を構成することができる第２基板（２０）上へと、取り付けた様子を示している
。第２基板（２０）は、例えば、通常は石英と称される溶融石英から形成された基板とす
ることができる。
【００４５】
　基板（２０）に対しての層（１４）の接着は、分子接着によって直接的に行うことがで
きる、あるいは、図１に示すように、薄膜および基板の一方または双方上に設置された少
なくとも１つの材料層（２２）の介在によっても行うことができる。後者の場合には、介
在層（２２）は、分子接着を促進させるものとして（例えば、ＳｉＯ２ ）、あるいは、
接着性物質を形成するものとして（例えば、接着剤層）、選択される。
【００４６】
　接合すべき２つの基板の面どうしの間において直接的に分子接着を行う場合には、基板
は、例えば、接合面を親水性とすることを意図した化学的クリーニング処理を受ける。接
合面どうしを接触させた後には、可能であれば、両基板に対して、接着力を強化すること
を意図した第１熱処理を施すことができる。この熱処理は、例えば、３００℃で２時間と
いう程度の熱供給量で行われる。
【００４７】
　図１Ｃは、基板（１０）内における分離開始ゾーン（３０）の形成を示している。分離
開始ゾーン（３０）は、基板（１０）のうちの、図面上において側方面をなす外面（３２
）を起点として、脆弱化ゾーン（１２）のところにまで、延在している。分離開始ゾーン
は、図面上においては矢印（３４）によって模式的に示されているような様々な手段によ
り、誘発することができる。このような手段は、脆弱化ゾーンの高さ位置における、水や
他の流体の注入や、あるいは、ブレード等のツールの挿入、とすることができる。
【００４８】
　他の可能性においては、分離開始ゾーンは、基板のエッジ領域に限定された過照射量で
のイオン打込によって、誘発することができる。そのようなエッジ領域は、図においては
符号（３６）によって示されている。
【００４９】
　明らかなように、過照射は、例えば中央領域といったような、基板の他の領域において
も行うことができる。
【００５０】
　イオン打込によって分離開始ゾーンを形成する場合には、分離開始ゾーンの形成は、可
能であれば、脆弱化ゾーンの形成のために実施されるイオン打込と同じ打込ステージにお
いて行うことができる。上述の数値例の場合には、領域（３６）は、例えば９×１０１６

Ｈ＋／ｃｍ２という照射量でもって、過剰な打込が行われる。
【００５１】
　さらなる可能性においては、分離開始ゾーンは、（例えば、レーザーや局所的熱源を使
用することにより）局所的に基板を過熱することによって、誘発することができる。
【００５２】
　ここでの説明においては、『分離開始ゾーン』という用語が、分離が既に開始されてい
る領域のことも、また、後に行われることとなる実際の分離ステージにおいて分離の起点
となるような特に脆い領域のことも、意味していることに注意されたい。
【００５３】
　破線による矢印（３４ａ）は、複数の分離開始ゾーンを形成するという可能性を示して
いる。
【００５４】
　図１Ｄは、薄膜（１４）と、基板のバルク部（１６）と、の間の最終的分離ステージを
示している。分離は、圧力という形態においてあるいは剪断力や引剥し力といったような
引っ張り力という形態において機械的力を印加することにより、あるいはこれに代えてあ
るいはこれに加えて、熱処理を行うことにより、補助することができる。例えば、上述の
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条件においては、完全な分離を行うために、３５０℃で数分間という熱処理を行うことが
できる。両部材の分離を行うために使用される熱供給量は、例えば基板どうしの接着力を
増強するための熱処理といったような、それ以前に既に行われた熱処理を考慮したものと
される。いずれにしても、分離開始ゾーンを使用することによって、熱供給量が低減され
る。
【００５５】
　以上により、ターゲット基板（２０）の表面に薄膜（１４）を有して形成された構造が
得られる。
【００５６】
　第１基板のバルク部（１６）は、その後におけるさらなる薄膜の切取のために再使用す
ることができる。可能であれば、バルク部は、他の材料からなる他の薄膜の支持体の役割
をなすようにして、ターゲット基板として機能することもできる。
【００５７】
　図１Ａ～図１Ｄに示された方法によれば、例えば、シリコン基板上に、ＬｉＮｂＯ３ 
やＬｉＴａＯ３ やＳｒＴｉＯ３ といったような、半導体材外の材料を備えてなる構造と
いったような、他の構造を同様にして得ることができる。また別の場合には、III－V半導
体材料からなる層を、シリコン基板上へとあるいはさらなるIII－V半導体基板上へと、移
送することができる。また、この方法を実施することによって、ＳＯＩ（シリコン・オン
・インシュレータ）タイプの基板を得ることもできる。
【００５８】
　以下の例示は、ＳＯＩ支持体／Ｐ１３の製造に関して使用し得るプロセスパラメータの
一例である。
【００５９】
　第１ステージにおいては、表面酸化されたシリコンからなる標準的プレートにおいて、
例えば１００ｋｅＶというエネルギーでかつ７×１０１６Ｈ＋／ｃｍ２という照射量でも
って水素のイオン打込を行う。このイオン打込により、脆弱化ゾーンによって制限された
薄膜を得ることができる。９×１０１６Ｈ＋／ｃｍ２という局所的過剰照射を、脆弱化ゾ
ーンの周縁部において行う。この過剰照射により、本発明における意味合いでの分離開始
ゾーンを形成することができる。プレートのエッジにおいて形成される分離開始ゾーンの
場合には、プレートのエッジから１～２ｃｍという長さにわたって、分離開始ゾーンを形
成することができる。酸化層が付着されている他のシリコンプレート上に、このプレート
を取り付けた後に、熱処理による分離操作を行う。３５０℃で４時間にわたって熱処理を
行うことにより、分離開始ゾーンを起点として広がり始めさらに脆弱化ゾーン全体へと広
がるような分離が得られることがわかる。
【００６０】
　分離開始ゾーンが存在しない場合でも、分離を引き起こすことができる。それでも分離
開始ゾーンがない場合には、３５０℃で１１時間にわたる熱処理を必要とする。このこと
は、本発明の結果として、基板に対して印加される熱供給量が大幅に低減されることを示
している。
【００６１】
　図２Ａは、本発明の実施に際しての第２の可能性における第１ステージを示す図であっ
て、図１Ａと同じ図である。したがって、この図２Ａに関しては、上記の説明を参照する
ことができる。
【００６２】
　図２Ｂは、分離開始ゾーン（３０）の形成を示している。脆弱化ゾーン（１２）の高さ
位置近傍において分離開始ゾーン（３０）が使用されていること、さらに、薄膜（１４）
の表面（１８）が、そのままの状態とされていることが、わかる。
【００６３】
　図２Ｃは、最終ステージをなす分離ステージを示している。この場合の分離は、薄膜（
１４）に対して補強材を付設することなく、行われている。このような方法の実施は、特
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【００６４】
　図３Ａ～図３Ｄは、本発明の実施に際してのさらに他の可能性を示している。図３Ａお
よび図３Ｂは、図１Ａおよび図１Ｂと同じであるので、再度の説明を省略する。
【００６５】
　図３Ｃは、分離開始ゾーン（３０）の形成を示す図であって、脆弱化ゾーン（１２）の
高さ位置以外のところに、分離手段（３４）を適用することができることを示している。
図３Ｃの例においては、例えばブレードといったようなツールが、第１基板（１０）とタ
ーゲット基板（２０）との間の境界の高さ位置において、構造の側部（３２）上に挿入さ
れる。例えば、ツールは、介在層（２２）が存在している場合には、介在層（２２）の高
さ位置において挿入される。例えば数μｍの程度あるいはそれ以下といったように、薄膜
の厚さが比較的薄いことにより、第１基板（１０）内において脆弱化されたゾーンまでの
距離が短いことにより、分離開始ゾーンは、薄膜層を通過して広がり、脆弱化ゾーン（１
２）へと到達する。
【００６６】
　図３Ｄは、最終ステージをなす分離ステージを示しており、この場合には、分離は、分
離開始ゾーン（３０）を起点として、脆弱化ゾーンに沿って薄膜表面全体にわたって広が
っている。
【００６７】
　上述したように、分離開始ゾーンが存在していることにより、最終ステージにおける熱
供給量を低減することができる、および／または、脆弱化ゾーンの形成のためのイオン打
込照射量を低減することができる。最終ステージにおける熱供給量、および、脆弱化ゾー
ン形成のためのイオン打込照射量という２つのパラメータに対して作用することにより、
バルク部（１６）の表面粗さを制御することができ、結局は、薄膜（１４）の表面粗さを
制御することができる。
【符号の説明】
【００６８】
１０　基板、第１基板（材料ブロック）
１２　脆弱化ゾーン（脆弱化された埋設ゾーン）
１４　薄膜、表層薄膜（表層部分）
１６　バルク部（残部）
３０　分離開始ゾーン
３６　エッジ領域（分離開始ゾーン）
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